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鹿児島県

（※については例規集登載事項）

ページ

選 挙 管 理 委 員 会 告 示

○衆議院議員総選挙における投票用紙の様式 （選挙管理委員会取扱い）１

鹿児島県選挙管理委員会告示第37号

平成26年12月14日執行の衆議院議員総選挙における投票用紙の様式は，次のとおりとする。

平成26年12月２日

鹿児島県選挙管理委員会委員長 鎌田六郎

１ 衆議院小選挙区選出議員選挙投票用紙

備考１ 用紙の色は，あさぎ色とする。

２ 文字は，黒色刷りとする。

３ 投票用紙に押すべき印は，刷込み式とする。
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２ 衆議院比例代表選出議員選挙投票用紙

備考１ 用紙の色は，クリーム色とする。

２ 文字は，赤色刷りとする。

３ 投票用紙に押すべき印は，刷込み式とする。
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